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はじめに

平成19年版「出入国管理」の発刊に当たって

　昭和34年から発刊されている「出入国管理」は，本書で13冊目になります。平成15年版以前の

「出入国管理」では，５年間の出入国管理行政の歩みをまとめたものとして発刊していましたが，

近年，出入国管理をめぐる情勢がめまぐるしく変化していることから，平成16年版以後，「出入

国管理」は毎年の出入国管理行政の動きを取りまとめて発刊することとしました。

　近年の情勢を見ると，外国人旅行者の訪日促進を通じた観光立国実現への取組，高度人材を

始めとする専門的，技術的分野における外国人労働者の一層の受入れ，総人口が減少する時代

における対応，不法滞在外国人の半減及びテロリスト等の確実な入国阻止など，出入国管理行

政を取り巻く環境は変化し続けています。

　このような状況の中で，出入国管理行政は，国際交流や経済の発展等のために外国人を円滑

に受け入れ，同時にテロリストや犯罪者など，我が国の安全・安心を脅かす外国人に対しては

厳格な対応を行っていくという，円滑化と厳格化の双方の方策を，同時に，的確に遂行してい

く必要があります。そのためにも，まず，出入国管理行政がどのような状況において，具体的

にどのような施策を実施しているかを広く皆様に御理解いただきたいと考えております。

　そこで，今般，平成19年版「出入国管理」を刊行することとし，平成14年から平成18年までの

過去５年間の業務の推移を見つつ，平成18年度を中心に最近の出入国管理行政を取り巻く状況

や施策を取りまとめ，紹介することといたしました。

　第１部では，「出入国管理をめぐる近年の状況」として，外国人の入国・在留状況及び日本人

の出帰国の状況（第１章），外国人の退去強制手続業務の状況（第２章），難民認定業務等の状

況（第３章），外国人登録の実施状況（第４章），行政訴訟（第５章）について説明します。こ
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の第１部で，主として平成18年の出入国管理行政の状況を過去５年間の推移と併せて数的に見

て取ることができます。

　第２部では，「平成18年度以降における出入国管理行政に係る主要な施策」として，平成18年

度において入国管理局が行った施策について説明します。第１章では，不法滞在外国人の半減

のための取組，第２章では，出入国管理業務全般における取組として，人身取引対策の推進，

テロ対策の推進，IT活用の推進等，第３章では，入国・在留業務における取組として，観光立

国の実現に向けた取組を含め，外国人の円滑な受入れのために講じた措置，研修・技能実習制

度の実態と政策的検討，第４章以下では，退去強制手続業務，難民認定手続業務，外国人登録

業務，国際化への対応等，平成18年度における様々な問題や要望に対して出入国管理行政がど

のように対応したのかについて説明します。この第２部で，平成18年度以降における出入国管

理行政の状況を質的に見て取ることができます。

　また，資料編においては，平成18年度以降の出入国管理行政に係る主な出来事などを説明し

ています。

　本報告書を通じ，出入国管理が皆様にとって身近で分かりやすい行政となることができれば

幸いです。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成19年９月

法務省入国管理局長　稲　見　敏　夫
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平成19年版「出入国管理」のポイント平成19年版「出入国管理」のポイント平成19年版「出入国管理」のポイント

本書は，出入国管理行政をめぐる状況（第１部），主要な施策（第２部）及び資料編で構成。
第１部では，平成14年から平成18年までの５年間の推移を見つつ，平成18年の状況を記載。
第２部では，平成18年度以降における主要な施策を記載。

平成19年版「出入国管理」の構成

平成18年の外国人入国者数は過去最高を記録
　平成18年の外国人入国者数は，政府を挙げて取り組んでいる外国人観光客の招致キャンペーン
や一昨年３月からの韓国人及び台湾居住者に対する査証免除措置，及び中国に対する査証発給条
件の緩和の効果等があいまって，前年比8.8％増の810万7,963人で，過去最高を記録した。

平成18年末現在の外国人登録者数は過去最高を記録
　平成18年末現在の外国人登録者数は，我が国において中・長期的に生活を送る者が増加する中
で，3.6％増の208万4,919人と，過去最高を毎年更新している。我が国の総人口に占める割合も
1.63％で過去最高を更新した。　

不法残留者数は減少傾向
　平成19年１月１日現在の不法残留者数は，厳格な入国審査の実施，関係機関との密接な連携に
よる入管法違反外国人の集中摘発の実施等総合的な不法滞在者対策により，前年比11.8％減の17
万839人で，過去最高であった平成５年５月１日現在の29万8,646人から一貫して減少している。

出入国管理をめぐる近年の状況第1部

不法滞在外国人の半減のための取組
　平成15年12月に決定された「犯罪に強い社会の実現のための行動計画」に沿って，不法滞在者
を平成20年までの５年間で半減させるため，入国管理局においては，不法滞在を目的とする外国
人を日本に「来させない」「入らせない」「居させない」の３本を柱として，在留資格認定証明書交
付申請等に係る厳格な入国事前審査，厳格な上陸審査の実施，偽変造文書鑑識の強化，効果的な
摘発の実施等，関係機関とも緊密に連携しながら，積極的に不法滞在者対策に取り組んでいる。

人身取引対策の推進
　総合的，包括的な人身取引対策を講ずることを目指して，平成16年12月，「人身取引対策行動計
画」が策定された。入国管理局においては，同計画に沿って，17年に入管法を一部改正し，17年
及び18年には在留資格「興行」にかかる省令を改正したほか，関係機関と連携しつつ，人身取引
の被害者の保護等のための取組を行っている。

テロ対策の推進
　テロの未然防止を図り，国民の安全を確保するため，入国管理局においては，APISの活用，リ
エゾン・オフィサーの派遣，セカンダリ審査及びプレクリアランス等新たな手法も導入して，一
層厳格な出入国審査等を実施している。また，第164回国会において成立した入管法の一部改正に
より，本年11月からは，我が国に上陸しようとする外国人に対し，指紋等の個人識別情報の提供
を義務付けることとなる。

観光立国への貢献
　セカンダリ審査及びプレクリアランス等を導入し，入国審査の円滑化と厳格化の一層の推進を
図っている。平成18年12月には特定活動告示に定めるワーキングホリデー対象国にアイルランド
を追加（19年１月施行）した。

平成18年度以降における出入国管理行政に係る主要な施策等第2部
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我が国社会が必要とする外国人労働者の円滑な受入れ
　構造改革特別区域（以下「特区」という。）において実施されている外国人研究者受入れ促進事
業等について，全国展開することが決定され，平成18年５月24日に公布された改正入管法におい
て，全国において実施するための規定を整備し，同年11月24日から施行された。

研修・技能実習制度の適正かつ円滑な推進と一層の充実
�　平成17年度に引き続き，特区において，外国人研修生受入れによる人材育成促進事業を実施
した。
�　適正な研修・技能実習の実施が確保されているか否かについて，実態調査を積極的に実施し
たところ，平成18年においては，研修事業実施機関28機関，実務研修実施機関190機関に対し，
それぞれ「不正行為」認定を行った。
�　外国人研修生の受入れ人数枠について，一定の資本等の関係を有することを前提とし，一体
として研修を実施する複数の企業は，いずれも受入れ機関に当たると整理した。

留学生，就学生の円滑かつ適正な受入れ
　留学生等については，勉学の意思・能力や経費支弁能力を有しているか否かについて慎重に確
認することとしているが，平成18年度においても，引き続き同様の審査方針に基づいた審査を行
ったほか，教育機関に対し，在籍管理の実施の徹底等を求めた。

不法滞在外国人対策の推進
�　平成18年度においては，多数の不法就労外国人が潜伏・稼働していると思われる首都圏を管
轄する東京入国管理局に加え，大阪入国管理局にも関西圏を管轄する摘発方面隊を設置し，首
都圏から関西地方にかけて摘発体制を整備した。
�　平成15年10月から東京入国管理局と警視庁間を皮切りに，入管法第65条に基づく身柄引取り
の運用拡大を順次実施した結果，17年９月，すべての都道府県警察との間で運用拡大が実施さ
れた。平成18年10月からは，東京入国管理局において土日の閉庁日についても受入れ可能な体
制を整え，刑事手続から退去強制手続へ円滑に移行できるように更なる活用拡大に努めている。

新たな難民認定制度の運用状況
�　難民審査参与員制度及び仮滞在許可制度の創設等を内容とする改正入管法が平成17年５月16
日に施行された。これに基づき，平成18年に仮滞在許可の可否を判断した件数は721件（許可は
122件，不許可は599件）である。
　　なお，平成17年についてはそれぞれ326件，50件，276件であった。
�　平成18年の我が国における難民認定申請件数は，954件で，難民認定制度発足以降，最高の数
であった。申請の増加，内容の複雑化に対処するため，難民調査官を増配置するなどして調査
体制を強化の図っている。

国際化への対応
�　東南アジア諸国（地域）の出入国管理行政当局の幹部等を招へいして，平成18年11月に東南
アジア諸国出入国管理セミナーを開催し，国際テロリスト及び国際犯罪者の入国阻止，在留外
国人に関する確実で適切な情報管理の方策等について，意見交換を行った。
�　東南アジア諸国（地域）の偽変造文書鑑識実務者等を招へいして，平成19年２月に偽変造文
書鑑識技術者セミナーを開催し，我が国が蓄積した偽変造文書鑑識技術を紹介するとともに，
米国，カナダ等の参加協力を得て，より効果的な技術移転及び情報交換に努めている。
�　各国とのEPA（経済連携協定）締結交渉等に積極的に参画した。

行政サービスの向上
　入国審査官の配置を弾力的に行う等して，出入国審査時の混雑の緩和に努めている。また，高
齢者，障害者，妊婦等のための優先レーン（プライオリティレーン）を設置するなどして，手続
の円滑化とともに行政サービスの向上に努めている。



外国人登録法外登法

外国人登録原票登録原票

外国人登録証明書登録証明書

構造改革特別区域法特区法

難民の地位に関する条約難民条約

難民の地位に関する議定書難民議定書

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第６条に基づく施設
及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定

日米地位協定
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凡　例（五十音順，アルファベット順）
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